
取組項目の推進と充実＆取組加速

本協議会の目的

1

吉井川・旭川水系および高梁川水系では、平成28年度に大規模氾濫時の減災対策協議

会を立ち上げ、「水防災意識社会再構築ビジョン」を踏まえた取組を始めていたところで

あったが、平成30年7月豪雨では甚大な人的被害、社会経済被害が発生した。

豪雨の特長を踏まえ、取組項目の推進と充実を図るために本協議会は以下の３つの目的

がある。

� 平成30年度の減災対策の取組結果の報告・共有

� 国・県の減災対策協議会の統合

� 平成30年7月豪雨を踏まえ緊急的に取り組むべき施策等を追加した取組方針の見直し
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豪雨を踏まえた取組方針

＜改定のポイント＞

・H30.7豪雨の特徴

（複合災害(洪水・土砂)、広域浸水、逃げ遅

れによる人的被害等）

・出水対応の振返りで確認できた課題

・今後、緊急的な取り組みが必要となる対策

資料１



国・県の減災対策協議会の統合

2

これまで国・県それぞれで設置していた減災対策協議会について、令和元年5月29日付け

で県減災協議会を廃止し、同日、国・県が事務局となる水系ごとの協議会に統合する。

吉井川・旭川・高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会について規約を改正する。

＜Ｈ３０．１２．２６まで＞ 

協議会名 
岡山県減災協 

（事務局：県） 

高梁川水系減災協 

（事務局：国） 

吉井川・旭川水系減災協 

（事務局：国） 

構成市町村 
全市町村、国道事務所、

気象台 

倉敷市、総社市、浅口市、早島町、 

国道事務所、気象台 

岡山市、赤磐市、瀬戸内市、和気町、

備前市、国道事務所、気象台 

対  象 県管理区間 国直轄区間 国直轄区間 

  

                        ・高梁川水系減災協を国と県で統合 

＜Ｈ３０．１２．２７から現在＞ 

協議会名 
県減災協 

（事務局：県） 

高梁川水系減災協統合 

（事務局：国、県） 

吉井川・旭川水系減災協 

（事務局：国） 

構成市町村 
全市町村、国道事務所、

気象台 

倉敷市、総社市、浅口市、早島町、井原

市、高梁市、新見市、矢掛町、中国電力、

中国四国農政局、国道事務所、気象台 

岡山市、赤磐市、瀬戸内市、和気町、

備前市、国道事務所、気象台 

対  象 県管理区間 国直轄区間・県管理区間 国直轄区間 

                        ・県減災協議会を解散 

                        ・吉井川・旭川水系減災協議会を水系ごとに分解、国と県で統合 

＜Ｈ３１出水期までに（予定）＞ 

協議会名 
県減災協 

（事務局：県） 

高梁川水系減災協統合 

（事務局：国、県） 

旭川水系協議会統合 

（事務局：国、県） 

吉井川水系減災協統合 

（事務局：国、県） 

構成市町村 解散 

倉敷市、総社市、浅口市、早島町、井原市、

高梁市、新見市、矢掛町、笠岡市、里庄町、

中国電力、中国四国農政局、国道事務所、

気象台 

岡山市、玉野市、赤磐市、真庭市、新

庄村、久米南町、美咲町、吉備中央町、

〔鏡野町〕、国道事務所、気象台 

岡山市、津山市、備前市、瀬戸内市、

美作市、和気町、鏡野町、勝央町、奈

義町、西粟倉村、〔赤磐市〕、〔美咲町〕、

国道事務所、気象台 

対  象  国直轄区間・県管理区間 国直轄区間・県管理区間 国直轄区間・県管理区間 

 ※〔   〕は、オブザーバーとして協議会に参加。 

   ＜考え方＞面積や人口等の多い協議会に委員参加、もう一方にオブザーバー参加。 

出典：吉井川・旭川水系大規模氾濫時の減災対策協議会、高梁川水系大規模氾濫時の減災対策協議会 幹事会資料-1 P42


